
 

 

 

１．会計年度任用職員とは 

  地方公務員法に基づき任用される非常勤職員です。 

  採用されると地方公務員となり、地方公務員法に基づき服務規定（守秘義務や職務専

念義務）が適用されます。 

 

２．募集内容 

  【令和６年度室戸市会計年度任用職員募集一覧】を参照 

   ※募集内容について、職員配置や事業の改廃等により変更となる場合があります。 

 

３．勤務条件 

任用期間 採用日（原則、月の初日）から令和７年３月３１日まで 

報酬 

（給料） 

室戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例により支給し

ます。 

【令和６年度室戸市会計年度任用職員募集一覧】給料参照 

※金額は給与改定等により変更となる場合があります。 

※採用時の職歴（同種の職種に限る）を経験年数に換算し報酬月額（給料

月額）を決定します。（上限有） 

諸手当 室戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例により支給し

ます。 

 ・費用弁償（通勤手当）・・・勤務日数により、距離に応じて支給 

・期末勤勉手当・・・支給条件に応じて、6月と 12月に支給 

 ・時間外勤務報酬（時間外勤務手当） 

・・・正規の勤務時間以外の時間に勤務が命じられた場合に支給 

休暇 年次有給休暇・・・任用期間、勤務時間に応じて付与します。（最大 20日） 

特別休暇（有給）・・・忌引休暇、結婚休暇、夏季休暇など 

社会保険 
週 30 時間以上で任用期間が２か月を超える等、勤務条件に応じ、一定要

件のもと共済保険（市町村職員共済組合）、厚生年金保険に加入します。 

雇用保険 週 20時間以上で任用期間が３１日以上の場合加入します。 

労災保険 労働災害補償保険又は市の公務災害補償制度のいずれかが適用されます。 

 

４．試験方法及び日程 

試験方法 面接試験（個別面接） 

試験日程 随時（応募者に後日お知らせします。） 

 

令和６年度 室戸市会計年度任用職員募集案内（学校教育課随時）

時） 

 



５．申込手続    

申込書の配布 

申込書（指定様式）は、市役所学校教育課で配布しています。 

また、室戸市ホームページ(http://www.city.muroto.kochi.jp/）にも

掲載していますので、ダウンロードして印刷のうえ、記入いただいて

も構いません。 

申込方法 

申込書に必要事項を記入のうえ、最近６ヵ月以内に撮影した写真（上半

身脱帽正面向き、写真裏面に氏名を記入のこと）を貼って、期限までに

下記申込先へ郵送または持参により提出してください。また、紹介状が

あれば申込書とともに提出してください。 

※申込書及び紹介状は合否によらず返却しません。 

受付期間 随時 ※ただし、土日を除きます。 

受付時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

申込先 
〒781-7185  室戸市浮津２５番地１ 

      室戸市教育委員会事務局学校教育課 

 

６．合否通知 

  選考後、７日以内に通知します。 
 

７．個人情報の取扱いについて 

  申込書に記載された個人情報については、室戸市会計年度任用職員に係る採用試験及 

 び任用の手続きに必要な範囲で利用します。 
 

８．注意事項ほか 

  ①地方公務員法の規定に基づき、採用時はすべて条件付のものとし、採用後１ヵ月を

良好な成績で勤務した時に会計年度任用職員として正式採用となります。 

  ②受験資格を満たしていない場合、提出書類に不備がある場合及び申込期限を過ぎた

場合は受け付けできません。 

  ③応募に年齢制限はありませんが、下記の地方公務員法第 16条の欠格事項に該当する

場合は応募できません。 

   （地方公務員法第 16条） 

    次の各号の一に該当する者は，条例で定める場合を除くほか，職員となり，又は

競争試験若しくは選考を受けることができない。 

１ 禁錮以上の刑に処せられ，その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの者 

２ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け，当該処分の日から２年を経過

しない者 

３ （略） 

４ 日本国憲法施行の日以後において，日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力

で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し，又はこれに加入した者 

９．問い合わせ先  〒７８１－７１８５ 室戸市浮津２５番地１ 

室戸市教育委員会事務局学校教育課 

℡（０８８７）２２-５１４１（直通） 

 


